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今
月
は
、固
定
資
産
税
・
市
県
民
税
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
家
屋
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て

　
所
有
す
る
家
屋
に
次
の
よ
う
な
変
更
が

あ
る
場
合
に
は
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
増
築
・
取
り
壊
し
を
し
た
家
屋
が
あ
る

場
合
。

②
用
途
を
変
更
し
た
家
屋
が
あ
る
場
合
。

　
無
届
に
よ
る
新
・
増
築
等
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、随
時
実
施
調
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。調
査
の
際
に
は
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
土
地
家
屋
現
況
図
の
交
付
に
つ
い
て

　
航
空
写
真
を
重
ね
た
土
地
家
屋
現
況
図

が
こ
れ
ま
で
の
白
黒
印
刷
に
加
え
、カ
ラ
ー

印
刷
で
も
交
付
が
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。交
付
開
始
日
お
よ
び
手
数
料
は
次
の

と
お
り
で
す
。

◆
固
定
資
産
税
の
Ｑ
＆
Ａ

　
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
多
く
寄
せ
ら
れ

る
質
問
に
回
答
し
ま
す
。

Ｑ
地
価
が
下
落
し
て
い
る
の
に
税
額
が
上
が

る
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

Ａ
以
前
は
、全
国
の
市
町
村
ご
と
に
宅
地
の

評
価
水
準
が
違
っ
た
た
め
、評
価
額
や
税

額
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
評
価
額
や
税
額
の
不
均
衡
を
是
正

す
る
た
め
、平
成
６
年
度
に
全
国
一
律
で

地
価
公
示
価
格
等
の
７
割
を
目
途
と
す
る

評
価
替
え
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
評
価
替
え
に
よ
り
、そ
れ
ま
で
評

価
額
の
低
か
っ
た
市
町
村
で
は
急
激
に
評

価
額
が
上
昇
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

が
、税
額
の
急
激
な
上
昇
は
納
税
者
の
負

担
と
な
る
た
め
、税
額
を
緩
や
か
に
上
昇

さ
せ
て
い
く
負
担
調
整
措
置
が
講
じ
ら
れ

ま
し
た
。

　
浦
添
市
に
お
い
て
も
、ま
だ
税
額
が
本

来
の
水
準
ま
で
達
し
て
い
な
い
た
め
、負

担
調
整
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、地
価
が
下
が
っ
て
も
税
額

が
上
昇
す
る
と
い
う
現
象
が
お
き
て
い
ま

す
。

　
下
の
表
は
地
価
、本
来
の
税
額
、現
在
の

税
額
を
わ
か
り
や
す
く
グ
ラ
フ
に
表
し
た

も
の
で
す
。

Ｑ
平
成
25
年
１
月
10
日
に
取
り
壊
し
た
家
屋

に
つ
い
て
も
、平
成
25
年
度
の
固
定
資
産

税
の
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。な
ぜ

で
す
か
？

Ａ
固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１
日（
賦
課
期

日
）現
在
に
所
有
し
て
い
る
固
定
資
産
を

課
税
対
象
と
し
、そ
の
年
の
４
月
か
ら
始

ま
る
年
度
分
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、平
成
25
年
１
月
10
日
に

取
り
壊
さ
れ
た
家
屋
も
１
月
１
日
に
は
存

在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、平
成
25
年
度
の

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
市
県
民
税
の
Ｑ
＆
Ａ

　
市
県
民
税
に
つ
い
て
多
く
寄
せ
ら
れ

る
質
問
に
回
答
し
ま
す
。

Ｑ
市
県
民
税
と
は
な
ん
で
す
か
？

Ａ
税
務
署
に
納
め
て
い
る
国
の
税
金「
所
得

税
」に
対
し
、「
市
民
税
」と「
県
民
税
」を
合

わ
せ
た
地
方
税
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　「
住
民
税
」と
総
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

毎
年
１
月
１
日（
賦
課
期
日
）現
在
浦
添
市

在
住
の
方
を
課
税
対
象
と
し
ま
す
。

　
ま
た
、納
付
さ
れ
た
県
民
税
に
つ
い
て
は
、

浦
添
市
が
沖
縄
県
に
納
付
し
ま
す
。

　
左
の「
表
１
」で
市
県
民
税
と
所
得
税
の
相

違
点
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

Ｑ
平
成
24
年
分
の
所
得
は
何
年
度
の
証
明
書

に
な
り
ま
す
か
？

Ａ
証
明
書
の
請
求
を
す
る
際
に
間
違
い
や
す

い
の
が「
年
度
」で
す
。

　
表
１
に
も
あ
る
よ
う
に
市
県
民
税（
住
民

税
）は
翌
年
に
課
税
を
す
る
の
で
、「
平
成

25
年
度
証
明
」と
い
う
の
は
平
成
24
年
分

（
平
成
24
年
１
月
〜
12
月
）の
所
得
の
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
　
ま
た
所
得
証
明
書
は
、市
県
民
税（
住
民

税
）の
年
度
が
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で

の
１
年
間
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、毎
年

６
月
に
年
度
切
替
え
が
あ
り
ま
す
。

　
　
よ
っ
て
、平
成
25
年
度
証
明
書
は
平
成

25
年
６
月
１
日
か
ら
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

Ｑ
平
成
25
年
３
月
に
定
年
退
職
し
、現
在
無

職
な
の
に
納
税
通
知
書
が
届
い
た
。間
違

い
で
は
な
い
で
す
か
？

Ａ
市
県
民
税（
住
民
税
）は
翌
年
課
税
に
な
る

の
で
、仕
事
を
し
て
い
た
平
成
24
年
中
の
所

得
に
対
し
て
平
成
25
年
に
課
税
し
ま
す
。

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
場
合
は
市
県
民
税
を

６
月
分
の
給
与
か
ら
毎
月
天
引
き
し
ま
す
。

（
特
別
徴
収
と
い
う
）

　
し
か
し
、退
職
者
は
そ
れ
が
で
き
な
い
の

で
、納
税
通
知
書
で
銀
行
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で

納
付
し
て
も
ら
い
ま
す
。（
普
通
徴
収
と
い
う
）

　
逆
に
平
成
25
年
４
月
入
社（
前
年
の
収
入

０
円
）の
方
の
場
合
、平
成
25
年
度
の
市
県
民

税
の
納
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
平
成
26
年
６
月
分
か
ら
市
県
民
税
が
給
与

天
引
き
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
平
成
25
年
度
４
月
か
ら
浦
添
市
に
住
ん
で

い
ま
す
。所
得
証
明
書
は
取
れ
ま
す
か
？

Ａ
い
い
え
。平
成
25
年
１
月
１
日
に
住
ん
で

い
た
住
所
地
で
な
け
れ
ば
証
明
書
の
交
付

は
で
き
ま
せ
ん
。

　
よ
っ
て
前
居
住
地
で
の
交
付
と
な
り
ま
す
。

　
同
様
に
、平
成
25
年
１
月
２
日
以
降
に
県

外
へ
引
っ
越
し
を
し
て
も
、平
成
25
年
度
の

市
県
民
税
は
浦
添
市
に
納
め
る
こ
と
に
な

り
、所
得
証
明
書
も
浦
添
市
が
交
付
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
パ
ー
ト
を
し
て
い
る
主
婦
で
す
。夫
の
扶

養
に
入
っ
て
い
る
の
に
納
税
通
知
書
が
届

い
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

Ａ
給
与
収
入
103
万
円
ま
で
は

扶
養
の
範
囲
と
な
り
、所

得
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、市
県
民
税（
住
民

税
）は
基
礎
控
除
が
所
得

税
と
異
な
る
た
め
、給
与

収
入
が
100
万
円
を
超
え
る

と
所
得
割
が
課
税
さ
れ
た

り
、給
与
収
入
が
93
万
円

を
超
え
る
と
均
等
割
り
が

課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。　ご相談予定の方は、事前に納

税課までお問い合わせください。

日　時：８月18日（日）
　　　　午前９時～午後５時
場　所：納税課 窓口
　　　　｠（市役所本庁舎２階）
　
※対象は、市県民税、固定資産税、
軽自動車税です。

９
月
２
日（
月
）で
す
。

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

市
県
民
税
第
２
期
分
の
納
期
限
は

市
県
民
税
第
２
期
分
の
納
期
限
は

９
月
２
日（
月
）で
す
。

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

問い合わせ ☎８７６－１２３４

Ｎｏ.25

●個人および法人市民税、軽自動車税等の賦課に関すること・・・・市民税課　内線（2211～2217）
●固定資産税（土地、家屋および償却資産）の賦課に関すること・・・資産税課　内線（2261～2265）
●市税の徴収や納税相談等に関すること・・・・・・・・・・・・・納 税 課　内線（2315・2318）

休日納税相談窓口

市
民
課
前
の
自
動
交
付
機
上
部
に
も

ピ
ン
ク
色
紙
で
注
意
書
き
を
し
て
い
ま
す
。

確
認
を
し
て
か
ら
年
度
の
指
定
を
し
ま
し

ょ
う
！

カ
ラ
ー
印
刷

交
付
開
始
日

平
成
25
年

８
月
１
日

　
　
カ
ラ
ー
印
刷

　
　
交
付
手
数
料

500
円

※

白
黒
印
刷
交
付
手

数
料
は
現
状
300
円

の
ま
ま
変
更
あ
り

ま
せ
ん
。

表
１

所

得

税

現
年
の
所
得

累
進
課
税

(

５
％
〜
40
％)

源
泉
徴
収

(

天
引
き)

確
定
申
告
に

よ
る
納
付

な
　
し

市
県
民
税

（
住
民
税
）

前
年(

平
成
24

年)

の
所
得

一
律
10
％

　(

市
６
％ 

　  

県
４
％)

特
別
徴
収

　(

給
与
・
年
金

　 

天
引
き)

普
通
徴
収

　(

自
己
納
付)

あ
　
り

課
税

対
象

税
率

納
付

方
法

均
等

割

平
成
25
年
度

証

明

平
成
24
年
分

(

平
成
24
年
１
月
〜
12
月)

平
成
24
年
度

証

明

平
成
23
年
分

(

平
成
23
年
１
月
〜
12
月)

平
成
23
年
度

証

明

平
成
22
年
分

(

平
成
22
年
１
月
〜
12
月)

均等割なし
所得割なし

均等割あり
所得割なし

均等割あり
所得割あり

93万円 100万円 103万円

昭和63年度 平成3年度 6年度 9年度 12年度 15年度 18年度 21年度 24年度 27年度

地　　　価
本来の税額
税　　　額

※この図は分かりやすく説明するため、簡易な表示となっています。


